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①マナー向上のための周知啓発活動
・周知用ポスターを掲出し、路上飲酒の制限区域や制限時間に

関する周知、滞留防止に関する注意喚起を実施

・区内ホテル、民泊への広報活動

②当日の警備体制
・区職員による路上飲酒、迷惑行為に対する

パトロール

・委託警備員による滞留防止対策

・局所集中を避けるためにシネシティ広場の

イベントスペースを封鎖

新宿駅周辺地域において、ハロウィン時期の路上飲酒を制限し、迷惑行為及び来街者の過度な集中による事故等

を防止することにより、新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境を確保します。

８月１日に地域団体、事業者、行政機関と協議会を開催し、路上飲酒の制限時間を決定したほか、各団体からい

ただいたご意見を周知啓発活動や警備計画に反映しました。

１０月３１日午後５時から１１月１日午前５時まで

ハロウィン時期における対策

③販売自粛要請
・路上飲酒の制限範囲内にあるコンビニ、酒類販売店等

に対して、酒類の販売を自粛するよう要請

新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例

具体的な実施内容

路上飲酒の制限時間

制限の区域

新宿三丁目・歌舞伎町一丁目

の一部

周知用ポスター

【問合せ先】危機管理担当部危機管理課長　福岡　電話03-5273-4119
　　　　　　安全・安心対策担当副参事　松原　電話03-5273-4236


